
評価額 ＝ ×

×
損耗の状況による

減点補正率
× １円 ×

物価水準に
よる補正率

×
設計管理費等
による補正率

（静岡市の場合）

※再建築費評点数･･･新増築家屋は建築された年に、在来分家屋は３年に一度の基準年度（次回は令和９年度）に計算します。

【家屋の価格（評価額）の求め方】（内容は令和６基準年度までの規定を参考に記載しています。）

家屋の価格は、固定資産（家屋）評価基準の規定に基づき、木造家屋及び木造家屋以外の家屋（非木造家屋）の区分に従い、各個の家屋について
評点数を付設し、当該評点数に評点一点当たりの価格を乗じて求めます。（下図参照）

評点数 評点一点当たりの価額

＝ ＝

再建築費評点数（※）
需給事情
による減
点補正率
（必要が
ある場合
のみ）

＝

①経過年数に応ずる
　減点補正率

(1)経年減点補正率
　（原則）

(2)積雪・寒冷補正率
　（該当地域のみ）

②損耗減点補正率
（特別な場合のみ）

新
増
築
家
屋

標準
評点数

×
補正
係数

×
計算単位の

数値 ○木造家屋
0.95

○非木造家屋
1.00

○非木造家屋
1.10

※簡易附属家
は1.00

在
来
分
家
屋

基準年度の前年度
の再建築費評点数

×
再建築費

評点補正率

○木造家屋
1.05

※簡易附属家
は1.00

家屋の種類等により

木造家屋 ９種類

非木造家屋 10種類

の区分があります

・木造家屋･･･1.11

・非木造家屋･･･1.07

（令和６基準年度における補正率）


